
１．定期の予防接種（A類疾病）
種別 標準的な接種月齢・年齢 回数 接種間隔等

1価
生後6週から24週
まで

2回

5価
生後6週から32週
まで

3回

初回：2回 27日以上あける

追加：1回 1回目の接種より139日以上あける

初回：3回
追加：1回

［初回接種開始時に生後2～7月に至るまでの間に
ある者］
・初回接種：27日（医師が必要と求めた場合には
20日）以上から56日までの間隔をおいて3回行う。
・追加接種：初回接種終了後7月以上の間隔をお
いて1回行う。
　ただし、初回接種のうち2回目および3回目の注
射は、生後12月に至るまでに行う。それを超えた
場合は行わない。この場合、追加接種は実施可能
であるが、初回接種時にかかる最後の注射終了
後、27日（医師が必要と認めるときは20日）以上の
間隔をおいて1回行う。

初回：2回
追加：1回

［生後7月に至った日の翌日から生後12月に至る
までの間にある者］
・初回接種：27日（医師が必要と求めた場合は20
日）から56日までの間で2回行う。
・追加接種：初回接種終了後7月以上の間隔をお
いて1回行う。
　ただし、初回接種のうち2回目の注射は、生後12
月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は
行わない。この場合、追加接種は実施可能である
が、初回接種に係る最後の注射終了後、27日（医
師が必要と認めた場合には20日）以上の間隔をお
いて1回行う。

1回
［生後12月に至った日の翌日から生後60月に至る
までの間にある者］

初回：3回
追加：1回

［生後2月～生後7月に至るまでの間にある者］
・初回接種：生後12月に至るまでの間に、27日以
上の期間をおいて３回接種。
・追加接種：初回接種終了後60日以上の間隔をお
いて、生後12月に至った日以降に1回接種。
　ただし、初回接種のうち2回目および3回目の注
射は生後24月に至るまでに行うこととし、それを超
えた場合は行わない。また、生後12月を超えて初
回接種のうち2回目の注射を行った場合は、初回
接種のうち3回目の接種は行わない。なお、追加
接種については実施可能。

初回：2回
追加：1回

［生後7月に至った日の翌日から生後12月に至る
までの間にある者］
・初回接種：標準的には、生後12月までに、27日以
上の間隔をおいて2回。
・追加接種：生後12月以降に、初回接種終了後60
日以上の間隔をおいて1回行う。
　ただし、初回接種のうち2回目の接種は、生後24
月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は
行わない。（追加接種は実施可能）。

2回
［生後12月に至った日の翌日から生後24月に至る
までの間にある者］
60日以上の間隔をおいて2回行う。

1回
［生後24月に至った日の翌日から生後60月に至る
までの間にある者］

初回：生後2月から生後
7月に至るまで

3回 20日以上あける

追加：第1期初回接種（3
回）終了後6月から18月
までの間隔をおく

1回 第1期初回接種（3回）終了後、6月以上あける

初回：生後2月から生後
12月に至るまで

3回 20日以上あける

追加：第1期初回接種（3
回）終了後12月から18
月までの間隔をおく

1回 第1期初回接種（3回）終了後、6月以上あける

二種混合
（DT)

ジフテリア
破傷風

第2期
11歳以上13歳未
満の者

11歳に達した時から12
歳に達するまでの期間

1回

初回：生後2月から生後
12月に至るまで

3回 20日以上あける

追加：第1期初回接種（3
回）終了後12月から18
月までの間隔をおく

1回 第1期初回接種（3回）終了後、6月以上あける

インフルエンザ
菌ｂ型（Hib）

生後2月から生後60月に
至るまでの間にある者

初回接種開始は生後2
月から生後7月に至るま
で

追加接種は，初回接種
終了後7月から13月まで
の間隔をおく

三種混合
（DPT)

ジフテリア
百日せき
破傷風

第1期
生後2月から生後
90月に至るまでの
間にある者

五種混合
（DPT-IPV‐Hib)

ジフテリア
百日せき
破傷風

不活化ポリオ
インフルエンザ菌ｂ型

第1期
生後2月から生後
90月に至るまでの
間にある者

不活化ポリオ
第1期

生後2月から生後
90月に至るまでの
間にある者

令和8年度予防接種対象者年齢表

対象者

ロタウイルス
初回接種は，生後2月に
至った日から出生14週6
日後までの間

27日以上あける

B型肝炎
1歳に至るまでの間にある
者

生後2月に至った時から
生後9月に至るまでの期
間

小児用
肺炎球菌

生後2月から生後60月に
至るまでの間にある者

初回接種開始は生後2
月から生後7月に至るま
で

追加接種は、初回接種
終了後60日以上の間隔
をおいて生後12月から
生後15月に至るまで



種別 標準的な接種月齢・年齢 回数 接種間隔等

BCG
生後5月に達した時から
生後8月に達するまでの
期間

1回

第1期 1回

第2期 1回

第1期 1回

第2期 1回

第5期 1回

水痘

1回目の注射は生後12
月から生後15月に達す
るまで
2回目の注射は、1回目
の注射終了後6月から
12月までの間隔をおく

2回
3月以上あける
（標準的には6月から12月まで）

初回：生後6月か
ら生後90月に至る
までの間にある者

3歳に達した時から4歳
に達するまでの期間

2回 6日以上あける

追加：生後6月か
ら生後90月に至る
までの間にある者

4歳に達した時から5歳
に達するまでの期間

1回 第1期初回接種（2回）終了後6月以上あける

第2期
9歳以上13歳未満
の者

9歳に達した時から10歳
に達するまでの期間

1回

特
例
対
象
者

未接種
回数

2回

【15歳になるまでに１回目を受ける場合】
6か月以上あける。
当該方法をとることができない場合、5か月以上あ
ける。

3回

【15歳になってから1回目を受ける場合】
2回目は1回目より2か月以上あける。3回目は1回
目より6か月以上あける。
当該方法をとることができない場合、2回目は1回
目より1か月以上あける。3回目は2回目より3か月
以上あける。

RSウイルスワク
チン

定
期
接
種

１回

麻しん風しん
混合(MR)
特例措置

令和6年度に生後24月に達する、又は達し
た者であってMRワクチンの偏在等が生じた
ことを理由にワクチンの接種ができなかった
者(R4.4.2～R5.4.1生まれ)

令和6年度における第2期の対象者(上記参
照)であってMRワクチンの偏在等が生じたこ
とを理由にワクチンの接種ができなかった
者(H30.4.2.～H31.4.1生まれ)

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれ
の男性であって、令和6年度末までに抗体
検査を実施した結果、風しんの抗体が不十
分なかたであってMRワクチンの偏在等が生
じたことを理由にワクチンの接種ができな
かった者

接種延長期間：令和9年3月31日まで

 日本脳炎

第1期

平成18年4月2日から平成19年4月1日に生
まれた者で、20歳未満にある者：平成17年5
月30日の積極的勧奨の差し控えによって第
1期、第2期の接種が行われていない可能
性がある者

子宮頸がん
（HPVワクチン）

定
期
接
種

12歳となる日の属
する年度の初日
から16歳となる日
の属する年度の

末日までの間にあ
る女子

13歳となる日の属する
年度の初日から当該年

度の末日までの間

1歳に至るまでの間にある
者

麻しん風しん
混合（ＭＲ）

生後12月から生後24月に至るまでの間にあ
る者

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学
の始期に達する日の1年前の日から当該始
期に達する日の前日までの間にある者

対象者

接種時に、妊娠28週0日から妊娠36週6日に
至るまでの者

生後12月から生後36月に
至るまでの間にある者

ヒトパピ

ローマウイ

ルス感染



２．定期の予防接種（B類疾病）
種別 回数 備考・接種間隔等

高齢者
インフルエンザ

1回

新型コロナ
ウイルス感染症

1回

高齢者
肺炎球菌

1回
　これまでに肺炎球菌ワクチンを1回以上接種した
ものは、当該予防接種を定期接種として受けるこ
とはできない。

生ワクチン
1回

組換えワクチン
2回

2か月以上6か月に至った日の翌日までの間隔を
置いて接種。
医師が医学的知見に基づき必要と認めるものに
ついては1か月以上の間隔をおいて接種。

３．任意の予防接種（坂出市より一部公費負担のあるもの）
種別 回数 備考

1回

1回

※　予防接種通知時に、坂出市に住民登録のあるかたに個人通知を行います。

※　対象年齢で「至るまで」および「未満」は誕生日の前日までを指します。

対象者

おたふくかぜ

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

左記以外で接種した場合、助成の対象外
5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期
に達する日の1年前の日から当該始期に達する日
の前日までの間にある者

対象者

・65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、ま
たは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障がいを有する者およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常
生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

・65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、ま
たは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障がいを有する者およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常
生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

・65歳のもの
 ※ただし接種期間は65歳の誕生日の前日～66歳
　　の誕生日の前日まで

・60歳以上65歳未満の者であって、心臓，腎臓又は
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極
度に制限される程度の障がいを有する者およびヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が
ほとんど不可能な程度の障がいを有する者

帯状疱疹

・年度内に 65、70、75、80、85、90、95、100 歳をむ
かえるかた
　（令和７年度から令和 11 年度までの５年間の経
過措置）
・60歳以上65歳未満の者であってヒト免疫不全ウイ
ルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障がいを有する者



注射生ワクチン 注射生ワクチン

５．接種間隔について
民法の解釈によって計算します。

接種間隔は、接種した次の日から起算した日数を数えます。

（例）「６日以上の間隔をおく」とは、以下のように考えます。

「6日以上の間隔を置いて接種」とは、月曜日に接種した場合は、次週の月曜日以降に接種します。

６．標準的な接種間隔について
　予防接種実施規則上は接種間隔の上限が、撤廃されましたが、定期接種実施要領には標準的な（望ましい）接種間隔として示されています。

【起算日に応答する日がないとき】

１月３１日に接種をし、「１月の間隔をおく」場合、２月には３１日がないため同日が存在しません。
この場合には、２月の最終日に１か月が経過したと考え、３月１日から接種可能となります。

　標準的な接種間隔は、必ず守らなければならないというものではありませんが、有効性・安全性の観点から、ワクチンごとに最も適切と考えら
れているものです。早期に抗体を獲得することが重要であるため、可能な限り標準的な接種間隔で接種してください。

※　不活化ワクチン、経口生ワクチンについては、異なる種類のワクチンとの接種間隔の制限はありません。

４．他のワクチンとの間隔

「１月以上の間隔を置いて接種」とは、１回目の接種の１か月後の同日以降に接種します。

（例）「１月以上の間隔をおく」とは、以下のように考えます。

27日以上あける

接種日 1 2 43 5 6 次の接種日

接種日は含めません。

接種日
1/15

１か月以上
次の接種日

2/15以降

接種日
1/31

次の接種日

3/1以降
１か月以上


